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【発行日】令和3年9月9日(2021.9.9)
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【国際特許分類】
   Ａ６１Ｍ  25/10     (2013.01)
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【ＦＩ】
   Ａ６１Ｍ   25/10     ５５０　
   Ａ６１Ｍ   25/10     　　　　
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【手続補正書】
【提出日】令和3年7月29日(2021.7.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガイディングシース（１１０）の止血弁（１１２）を貫いて薬剤コーティングバルーン
（１０２）を挿入するのに適したバルーンカテーテル（１０３）であって、
　前記バルーンカテーテル（１０３）の近位端の近くの張力緩和部（３０３）と、
　保護スリーブ（３００）であって、その全長に沿って延びた長手方向の開口（３０１）
を有する、保護スリーブと、を含み、
　前記保護スリーブ（３００）は、概ね管状の形状を形成し、第１の非フレア状区域と第
２のフレア端区域とを有し、前記第２のフレア端区域は、前記張力緩和部の一部を覆って
配置されるようなサイズを有し、
　前記保護スリーブ（３００）は、前記薬剤コーティングバルーン（１０２）が前記止血
弁（１１２）の内側に配置される際に前記薬剤コーティングバルーン（１０２）を覆って
配置され、次いで、前記薬剤コーティングバルーン（１０２）が前記止血弁を貫いて挿入
されるのに伴って前記ガイディングシース（１１０）の止血弁（１１２）を貫いて挿入さ
れ、前記薬剤コーティングバルーン（１０２）を保護するように構成されている、
　バルーンカテーテル。
【請求項２】
　前記薬剤コーティングバルーンが、パクリタキセル、シロリムス、またはゾタロリムス
のうち１つでコーティングされている、請求項１に記載のバルーンカテーテル。
【請求項３】
　前記保護スリーブの第２のフレア端区域における長手方向の開口が、前記保護スリーブ
の第１の非フレア状区域における長手方向の開口よりも大きい、請求項１に記載のバルー
ンカテーテル。
【請求項４】
　前記保護スリーブの第１の非フレア状区域における長手方向の開口が、０．００５０８
ｃｍ（０．００２インチ）である、請求項３に記載のバルーンカテーテル。
【請求項５】
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　前記保護スリーブの第２のフレア端区域における長手方向の開口が、テーパ状であり、
０．４３１８ｃｍ（０．１７インチ）から０．５８４２ｃｍ（０．２３インチ）の最大開
口サイズを有する、請求項３に記載のバルーンカテーテル。
【請求項６】
　前記保護スリーブの第２のフレア端区域が、０．７２３９ｃｍ（０．２８５インチ）か
ら０．８７６３ｃｍ（０．３４５インチ）の径を有する、請求項３に記載のバルーンカテ
ーテル。
【請求項７】
　前記保護スリーブの第１の非フレア状区域は、０．２９２１ｃｍ（０．１１５インチ）
から０．３０４８ｃｍ（０．１２インチ）の径を有する、請求項３に記載のバルーンカテ
ーテル。
【請求項８】
　前記保護スリーブの第２のフレア端区域が、１．２７ｃｍ（０．５インチ）から２．５
４ｃｍ（１インチ）の長さを有する、請求項３に記載のバルーンカテーテル。
【請求項９】
　前記保護スリーブが、６．９８５ｃｍ（２．７５インチ）から９．５２５ｃｍ（３．７
５インチ）の長さを有する、請求項１に記載のバルーンカテーテル。
【請求項１０】
　前記保護スリーブが、ポリエーテルポリアミドブロック共重合体（Ｐｅｂａｘ）から構
成される、請求項１に記載のバルーンカテーテル。
【請求項１１】
　前記保護スリーブの第２のフレア端区域が、バルーンカテーテルの張力緩和部を覆って
配置される、請求項１に記載のバルーンカテーテル。
【請求項１２】
　前記薬剤コーティングバルーンを覆う保護チューブ（３０７）をさらに含む、請求項１
に記載のバルーンカテーテル。
【請求項１３】
　前記保護スリーブが、前記保護チューブを覆ってフィットするサイズを有し、前記ガイ
ディングシースの止血弁を貫いて前記薬剤コーティングバルーンを挿入する前に前記保護
チューブを除去する際の助けとなる、請求項１２に記載のバルーンカテーテル。
【請求項１４】
　前記保護スリーブが、前記保護チューブよりも大きな径を有する、請求項１２に記載の
バルーンカテーテル。
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